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2※指定管理者…地方公共団体が公の施設の管理を行わせるために期間を定めて指定する団体等。

議会だよりでは結果のみをお知らせしていますが、詳しい審査状況などについては、
会議録や委員会記録（２月下旬までにホームページ等で公開予定）をご覧ください。第４回定例会　議決結果

◎＝満場一致で可決・認定

　

各
常
任
委
員
会
で
は
、ま
ず
、

付
託
議
案
に
対
す
る
論
点
整
理

を
行
い
、
整
理
し
た
疑
問
点
等

に
つ
い
て
理
事
者
の
説
明
を
受

け
た
後
、
委
員
間
で
協
議
し
た

上
で
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

常任委員会
審査の概要

疑
問
点
等

議
案
第
21
号　

物
品
の
購
入
契
約
に
つ
い
て

（
多
目
的
大
型
得
点
盤 

一
式
）

・
機
器
の
仕
様
の
考
え
方
、
観
客
席
か
ら
の

視
認
性

議
案
第
62
号　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
（
市
民
会
館
・
ア
リ
ー
ナ
）

・
指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
理
由
及
び
グ

ル
ー
プ
と
し
て
の
管
理
運
営
の
進
め
方 

な
ど

理
事
者
の
説
明

議
案
第
21
号　

機
器
の
特
徴
と
し
て
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
や
バ
レ
ー
、
柔
道
な
ど
様
々
な
競
技

で
使
用
で
き
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
書
き
換
え

に
よ
り
ル
ー
ル
変
更
に
も
対
応
可
能
で
あ

り
、
２
枚
連
結
し
た
ワ
イ
ド
画
面
で
の
使
用

が
可
能
で
あ
る
ほ
か
、無
線
式
で
あ
る
た
め
、

観
客
席
か
ら
の
視
認
性
に
も
配
慮
し
た
場
所

に
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
／
既
存
機
器
や
新

規
購
入
予
定
で
あ
る
補
助
用
得
点
盤
の
活

用
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
る
視
認
性
を
高
め

る
表
示
方
法
の
検
討
等
も
含
め
、
客
席
か
ら

いずれも原案
のとおり可決

函
館
市
民
会
館
・
函

館
ア
リ
ー
ナ
の
指
定

管
理
者
の
指
定
な
ど

議
案
１8
件
を
審
査

総務常任
委 員 会

補
正
予
算

平成26年度函館市一般会計／平成26年度函館
市港湾事業特別会計／平成26年度函館市地方
卸売市場事業特別会計／平成26年度函館市水
道事業会計／平成26年度函館市公共下水道事
業会計／平成26年度函館市交通事業会計／平
成26年度函館市病院事業会計

◎

条
例
制
定

一般職の職員の給与に関する条例および一般
職の任期付職員の採用等に関する条例の一部
を改正する条例／函館市指定障害福祉サービ
スの事業等の人員 , 設備および運営に関する
基準等を定める条例等の一部を改正する条例

◎

条
例
改
正

特別職の職員の給与等に関する条例／函館市
地域会館条例／函館市国民健康保険条例／函
館市道路占用料徴収条例／函館市流水占用料
等徴収条例／函館市普通河川管理条例／函館
市都市公園条例／函館市立病院条例

◎

条
例
廃
止

函館市デイサービスセンター条例／函館市産
学官交流プラザ条例 ◎

そ　
　

の　
　

他

物品の購入契約について（高規格救急自動車１台／
多目的大型得点盤一式）／土地の売払いについて／
公の施設の指定管理者の指定について（函館市地域
交流まちづくりセンター／函館市総合福祉センター
／函館市美原児童館ほか２児童館／函館市日乃出い
こいの家／函館市職業訓練センター／函館市旧イギ
リス領事館（開港記念館）／函館市空港ふれあい菜園
／函館市漁村センター／函館市青果物地方卸売市場
／五稜郭公園／函館市東山墓園／函館市戸井ウォー
ターパーク／函館市小安中央会館／函館市汐首東会
館／函館市瀬田来会館／函館市弁才町会館／函館市
泊町会館／函館市館町会館／函館市原木会館／函館
市日浦会館ほか６会館／函館市元村会館ほか５会館
／函館市ホテル恵風／函館市古部会館／函館市木直
会館ほか１会館／函館市ポン木直会館／函館市見日
会館ほか２会館／函館市川汲会館／函館市臼尻会館
／函館市大船会館／函館市磯谷会館ほか１会館／函
館市南茅部青少年会館／千代台公園ほか９施設／函
館市青少年研修センター／函館市亀田福祉センター
／函館市公民館・函館市亀田公民館／函館市図書館
／箱館奉行所／函館市西桔梗野球場／函館フット
ボールパーク／函館市民会館・函館アリーナ）／損害
賠償の額について／公有水面埋立てについて／市道
の路線認定および廃止ならびに変更について／専決
処分の報告について（函館アリーナ新築主体その他
工事変更契約／平成26年度函館市一般会計補正予
算）／人権擁護委員候補者の推薦について（３件）

◎

12/2 � 12/3

の
見
や
す
さ
に
つ
い
て
鋭
意
工
夫
し
て
い
き

た
い
。
／
施
設
供
用
開
始
後
で
あ
っ
て
も
得

点
盤
が
見
え
な
い
と
の
声
が
あ
れ
ば
、
指
定

管
理
者
と
も
打
ち
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
即
座

に
対
応
で
き
る
体
制
を
と
っ
て
い
き
た
い
。

議
案
第
62
号　

指
定
管
理
者
候
補
者
で
あ
る

函
館
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
・
コ
ナ
ミ

ス
ポ
ー
ツ
＆
ラ
イ
フ
グ
ル
ー
プ
の
選
定
に
当

た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
財
団
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、
コ
ナ
ミ
の
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
誘
致
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
、
こ
れ

ま
で
の
４
倍
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室
を
実
施
す
る

計
画
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
評
価
さ
れ
た
と
考

え
て
い
る
。
／
グ
ル
ー
プ
の
代
表
は
財
団
で

あ
り
、
管
理
運
営
に
関
す
る
権
限
、
責
任
は

財
団
の
代
表
で
あ
る
理
事
長
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り

問
題
な
く
行
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
／
仮

に
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
の
開
催
が
重
複
し
た
場
合
な
ど
は
、
市
と

指
定
管
理
者
が
協
議
し
な
が
ら
調
整
を
図

り
、
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

委
員
間
の
協
議

議
案
第
21
号　

今
回
の
４
台
の
ほ
か
既
存
の

２
台
も
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
と
ん

ど
の
競
技
に
は
対
処
で
き
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
の
で
賛
成
／
現
段
階
で
は
最
善
の
物
品

と
判
断
す
る
こ
と
か
ら
賛
成
／
死
角
は
必
ず

で
き
る
の
で
、仕
方
が
な
い
も
の
と
思
う
が
、

補
助
用
得
点
盤
を
活
用
す
る
な
ど
、
対
応
を

図
る
旨
の
答
弁
も
あ
っ
た
の
で
賛
成

議
案
第
62
号　

指
定
管
理
者
の
あ
り
方
全
体

が
問
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
議
論
す
る
時
間

が
必
要
だ
と
思
う
が
、
現
時
点
で
は
賛
成


